
建設委員会情報連絡 

令和６年７月２日 

情報連絡件名 頁 

（１）第７４回利根川治水同盟治水大会の開催について ・・・・・・・・・・・ ２

（２）令和６年度京成本線荒川橋梁部水防訓練（夜間）の実施結果について ・・ ３ 

（３）都市計画道路等の進捗状況について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

（４）足立区景観計画に基づく「足立・まちの風景資産」について ・・・・・・１０

（５）新田三丁目都市整備用地の貸付及び使用許可について ・・・・・・・・・１２

（６）令和６年度じゃぶじゃぶ池の実施および運営方法について ・・・・・・・１５

（７）公園・児童遊園の金属探知機による埋設物の調査について ・・・・・・・１７

（８）公園樹木維持管理指針の改定について ・・・・・・・・・・・・・・・・１９

（９）竜井堀親水水路の循環施設撤去工事について ・・・・・・・・・・・・・２０

（10）佐野六木土地区画整理事業における清算金事務の進捗状況について ・・・２３

（11）柳原地区における防災まちづくりの取組み状況について ・・・・・・・・２４

（12）区営住宅等及び都営住宅における垂直避難用住戸の確保について ・・・・２７

（13）ＪＫＫ興野町住宅創出用地の活用について ・・・・・・・・・・・・・・２９

【参考】 
《総合交通対策調査特別委員会報告事項》 
※ 資料は、総合交通対策調査特別委員会（都市建設部）の報告資料にあり

（１）足立区地域公共交通計画の策定状況について
（２）足立区デマンドタクシー（足タク）の利用者登録状況について
（３）花畑周辺地域におけるバスの試験運行実施結果について
（４）常東地区における地域内交通手段の検討状況について
（５）足立区自転車活用推進計画の策定について
（６）有楽町線（地下鉄８号線）の整備促進に向けた取組み状況について
（７）メトロセブンの整備促進に向けた取組み状況について

（都市建設部） 



建 設 委 員 会 情 報 連 絡

令和６年７月２日 

件 名 第７４回利根川治水同盟治水大会の開催について 

所管部課名 都市建設部都市建設課 

内 容 

東京都から第７４回利根川治水同盟治水大会開催の連絡があったので、

以下のとおり報告する。 

１ 利根川治水同盟の主な活動 

昭和２２年９月に発生したカスリーン台風による甚大な被害を契機に

発足したものであり、利根川流域１都５県（東京、埼玉、群馬、栃木、

茨城、千葉）の自治体等で構成している。 

治水大会では、利根川水系の治水・利水・環境事業の早期完成を目指

し、事業の着実な推進及び河川環境の整備促進等を求める決議を行い、

国会及び政府関係機関に対し要望活動を行っている。 

なお、足立区からは区議会議員及び区職員が参加している。 

２ 第７４回大会開催概要 

（１）日時

令和６年７月３０日（火）午後１時～午後３時

（２）場所

高崎芸術劇場（群馬県高崎市栄町９－１）

（３）内容（予定）

開会宣言

会長挨拶

開催県代表挨拶

来賓祝辞

事業概要説明

意見発表

大会宣言

大会決議

次期開催都市挨拶

閉会宣言

３ その他 

毎年治水大会を各地で開催しているが、来年度の内容については現時

点では未定である。 

2



建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年７月２日 

件 名 令和６年度京成本線荒川橋梁部水防訓練（夜間）の実施結果について 

所管部課名 都市建設部都市建設課 事業調整担当課 

内 容 

令和６年度の京成本線荒川橋梁部における水防訓練（夜間）の実施結果

について、以下のとおり報告する。 

１ 訓練概要 

（１）実施日時

令和６年６月８日（土） 午前１時００分～午前１時３５分

※ 葛飾区と同日に実施

（２）実施場所

京成本線荒川橋梁部付近（足立区柳原一丁目１７番先）

（３）訓練内容

京成本線荒川橋梁部における止水板等の設置

２ 実施結果 

（１）所要時間

約３３分（設置作業約２３分、撤去作業約１０分）

（２）従事者数

４０人（うち、止水板設置等の作業者数は２０人）

（３）訓練成果

ア 作業の効率性

線路脇のコンクリート壁の高さに合わせて従来よりも４０ｃｍ高

い止水板を新たに導入し、高さ調整用の土のうは昨年の約５００袋 

を約１００袋に、作業者数は１０人削減するなど効率化を図った。 

イ 止水に対する効果

止水板をコンクリート壁と連結するため、水圧等に対して強固な

構造になっており、また、止水板の下にゴムマットを敷設すること 

によって漏水量の減少などの効果が期待できる。 
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（４）訓練実施状況

（止水板 設置作業） （止水板 設置完了） 

３ 今後の方針 

今後も実践的な訓練を重ねて作業の効率化と職員の技能向上を図り、 

水害による被害の最小限化に努めていく。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年７月２日 

件 名 都市計画道路等の進捗状況について 

所管部課名 
都市建設部都市建設課 事業調整担当課 

道路公園整備室道路整備課 

内 容 

令和６年４月１日現在、区内の都市計画道路の整備状況は、計画路線約

１６１㎞のうち概成完成路線は約１２５㎞（約７８％）である。また、事

業中路線が約１１㎞であり、未着手路線は約２５㎞となっている。 

区内の都市計画道路等の進捗状況は以下のとおりである（別紙１及び別

紙２参照 Ｐ８～９）。 

１ 足立区が施行している路線 

路線番号 事業箇所 延長・幅員等 用地取得率 

(1) 

補助第 138 号線そ

の 2 

(環七南通り) 

関原三丁目 

～ 

梅田五丁目 

約 280ｍ 

16ｍ 
100％ 

(2) 

補助第 138 号線江

北地区 

(環七南通り) 

江北四丁目 

～ 

江北一丁目 

約 390ｍ 

16ｍ 
0％ 

(3) 

補助第 256 号線 

(花畑大橋通り) 

中央本町三丁目 

～ 

青井六丁目 

約 840ｍ 

15ｍ 
53％ 

(4) 

区画街路第 9号線

(西新井駅西口駅

前交通広場) 

西新井栄町 

二丁目 

約 23.5ｍ 

22ｍ 

交通広場 

5,468 ㎡ 

3％ 

(5) 

区画街路第14号線 

(竹ノ塚駅西口駅

前交通広場) 

西竹の塚二丁目 

約 97ｍ 

18ｍ 

交通広場 

4,249 ㎡ 

99％ 
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路線番号 事業箇所 延長・幅員等 用地取得率 

(6) 

区画街路第15号線 

(北綾瀬駅前交通

広場) 

谷中四丁目 

約 7.6ｍ 

19ｍ 

交通広場 

2,117 ㎡ 

100％ 

２ 東京都第六建設事務所が施行している路線 

路線番号 事業箇所 延長・幅員等 用地取得率 

(1) 

補助第 109 号線

（神明南） 

北加平町 

～ 

神明一丁目 

約 1,210ｍ 

15ｍ 
13％ 

(2)ア

補助第 136 号線 

(本木) 

扇一丁目 

～ 

本木一丁目 

約 840ｍ 

20ｍ 
98％ 

(2)イ

補助第 136 号線

(梅田その 2) 

梅田四丁目 

～ 

梅田三丁目 

約 580ｍ 

20ｍ 
100％ 

(2)ウ

補助第 136 号線 

(足立) 

足立一丁目 

～ 

足立三丁目 

約 630ｍ 

15ｍ～18ｍ 
91％ 

排水管設置工事等を予定 

(3)ア

補助第 138 号線

（中央本町） 

中央本町一丁目 

～ 

弘道一丁目 

約 700ｍ 

15ｍ 
71％ 

既設暗渠撤去工事を予定 

(3)イ

補助第 138 号線 

(綾瀬新橋) 

青井三丁目 

～ 

綾瀬五丁目 

約 290ｍ 

15ｍ 
99％ 

取付護岸工事中、地盤改良工事中 

仮橋工事を予定 

(3)ウ

補助第 138 号線

(興野) 

興野一丁目 

～ 

本木二丁目 

約 350ｍ 

16ｍ 
99％ 

排水管設置工事等を予定 
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路線番号 事業箇所 延長・幅員等 用地取得率 

(4)ア

補助第 261 号線 

(古千谷) 

古千谷一丁目 

～ 

伊興四丁目 

約 1,040ｍ 

15ｍ～16ｍ 
100％ 

(4)イ

補助第 261 号線 

(神明) 

神明二丁目 

～ 

六木三丁目 

約 720ｍ 

16ｍ 
94％ 

(4)ウ

補助第 261 号線 

(伊興) 

伊興四丁目 

～ 

竹の塚六丁目 

約 910ｍ 

15ｍ～22ｍ 
55％ 

３ 東京都第一市街地整備事務所が施行している路線 

（１）六町四丁目付近土地区画整理事業 約６９．０３ha

路線番号 事業箇所 延長・幅員等 用地取得率 

ア 

補助第 140 号線 
西加平一丁目 

～ 

南花畑一丁目 

20ｍ～27ｍ 

暫定整備延長 

約 1,054ｍ 

― 

イ 

補助第 258 号線 
六町一丁目 

～ 

六町二丁目 

16ｍ～19ｍ 

暫定整備延長 

約 796ｍ 

― 

４ 今後の方針 

（１）足立区施行路線については、事業を円滑に推進するため、工程及

び施工管理を適切に行うとともに、関係機関との協議も進めていく。 

（２）東京都施行路線については、東京都に事業の整備促進を要望する。 
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足立区 道路整備課・都市建設課 作成　令和６年４月１日現在都 市 計 画 道 路 事 業 箇 所 図

路線番号 ２（２）ア 補助第１３６号線(本木)

事業箇所 扇一丁目～本木一丁目

事業期間 H14.3.27～R8.3.31

事業延長 Ｌ＝８４０ｍ

事業幅員 Ｗ＝２０ｍ

事 業 者 都・第六建設事務所

足立区事業中区間

東京都事業中区間

凡 例

* 東京都 第六建設事務所 工事課 工務担当
住所 足立区千住東2-10-10
電話 03-3882-1408（直通）

* 東京都 第一市街地整備事務所 事業課 計画担当
住所 中央区勝どき1-7-3 勝どきサンスクエアビル９Ｆ
電話 03-3534-3419（直通）

工事関連：六町地区整備事務所 工事担当
電話 03-5851-2034（直通）

* 足立区 都市建設部 道路公園整備室
道路整備課 事業計画係 電話 03-3880-5921（直通）

住所 足立区中央本町1-17-1

各 事 業 所 連 絡 先

路線番号 ３（１）イ 補助第２５８号線

事業箇所 六町一丁目～六町二丁目

事業期間 H10.3.30～R10.3.31

事業延長 Ｌ＝７９６ｍ

事業幅員 Ｗ＝１６ｍ～１９ｍ

事 業 者 都・第一市街地整備事務所

路線番号 ２（３）イ 補助第１３８号線(綾瀬新橋)

事業箇所 青井三丁目～綾瀬五丁目

事業期間 H25.2.15～R11.3.31

事業延長 Ｌ＝２９０ｍ

事業幅員 Ｗ＝１５ｍ

事 業 者 都・第六建設事務所

路線番号 ２（３）ウ 補助第１３８号線(興野)

事業箇所 興野一丁目～本木二丁目

事業期間 H26.2.7～R8.3.31

事業延長 Ｌ＝３５０ｍ

事業幅員 Ｗ＝１６ｍ

事 業 者 都・第六建設事務所

路線番号 ３（１）ア 補助第１４０号線

事業箇所 西加平一丁目～南花畑一丁目

事業期間 H10.3.30～R10.3.31

事業延長 Ｌ＝１,０５４m

事業幅員 Ｗ＝２０m～２７m

事 業 者 都・第一市街地整備事務所

路線番号 ２（２）イ 補助第１３６号線(梅田その２)

事業箇所 梅田四丁目～梅田三丁目

事業期間 H12.3.27～R7.3.31

事業延長 Ｌ＝５８０ｍ

事業幅員 Ｗ＝２０ｍ

事 業 者 都・第六建設事務所

路線番号 １（１） 補助第１３８号線（その２）
事業箇所 関原三丁目～梅田五丁目
事業期間 H26.5.30～R7.3.31
事業延長 Ｌ＝２８０ｍ
事業幅員 Ｗ＝１６ｍ
事 業 者 足立区 道路整備課 事業計画係

路線番号 ２（２）ウ 補助第１３６号線(足立)

事業箇所 足立一丁目～足立三丁目

事業期間 H26.9.19～R7.3.31

事業延長 Ｌ＝６３０ｍ

事業幅員 Ｗ＝１５ｍ～１８ｍ

事 業 者 都・第六建設事務所

路線番号 １（３） 補助第２５６号線
事業個所 中央本町三丁目～青井六丁目
事業期間 R2.2.28～R16.3.31
事業延長 Ｌ＝８４０ｍ
事業幅員 Ｗ＝１５ｍ
事 業 者 足立区 道路整備課 事業計画係

路線番号 ２（３）ア 補助第１３８号線(中央本町)

事業箇所 中央本町一丁目～弘道一丁目

事業期間 H23.10.24～R12.3.31

事業延長 Ｌ＝７００ｍ

事業幅員 Ｗ＝１５ｍ

事 業 者 都・第六建設事務所

路線番号 １（５） 区画街路第１４号線
事業箇所 西竹の塚二丁目
事業期間 H23.12.20～R7.3.31
事業延長 Ｌ＝９７ｍ
事業幅員 Ｗ＝１８ｍ
事業面積 Ａ＝４,２４９㎡(広場)
事 業 者 足立区 道路整備課 事業計画係

路線番号 ２（４）ア 補助第２６１号線（古千谷）

事業箇所 古千谷一丁目～伊興四丁目
事業期間 H12.12.27～R7.3.31 

事業延長 Ｌ＝１,０４０ｍ
事業幅員 Ｗ＝１５ｍ～１６ｍ

事 業 者 都・第六建設事務所

路線番号 ２（４）イ 補助第２６１号線（神明）

事業箇所 神明二丁目～六木三丁目
事業期間 H28.2.22～R11.3.31 

事業延長 Ｌ＝７２０ｍ
事業幅員 Ｗ＝１６ｍ

事 業 者 都・第六建設事務所

路線番号 ２（４）ウ 補助第２６１号線（伊興）

事業箇所 伊興四丁目～竹の塚六丁目
事業期間 H29.2.22～R12.3.31 

事業延長 Ｌ＝９１０ｍ
事業幅員 Ｗ＝１５ｍ～２２ｍ

事 業 者 都・第六建設事務所

路線番号 １（６） 区画街路第１５号線

事業箇所 谷中四丁目

事業期間 R3.9.8～R7.3.31

事業延長 Ｌ＝７.６ｍ

事業幅員 Ｗ＝１９ｍ

事業面積 Ａ＝２,１１７㎡(広場)

事 業 者 足立区 道路整備課 事業計画係

路線番号 ２（１） 補助第１０９号線（神明南）

事業箇所 北加平町～神明一丁目
事業期間 Ｒ3.6.21～R13.3.31 

事業延長 Ｌ＝１,２１０ｍ
事業幅員 Ｗ＝１５ｍ

事 業 者 都・第六建設事務所

路線番号 １（２） 補助第１３８号線（江北地区）

事業箇所 江北四丁目～江北一丁目

事業期間 R5.9.25～R12.9.30

事業延長 Ｌ＝３９０ｍ

事業幅員 Ｗ＝１６ｍ

事 業 者 足立区 道路整備課 事業計画係

路線番号 １（４） 区画街路第９号線

事業箇所 西新井栄町二丁目

事業期間 Ｒ4.4.18～R12.3.31

事業延長 Ｌ＝２３.５ｍ

事業幅員 Ｗ＝２２ｍ

事業面積 A＝５,４６８㎡（広場）

事 業 者 足立区 道路整備課 事業計画係

別紙 1
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完 成 路 線

事 業 中 路 線

優 先 整 備 路 線

その他の計画路線

路 線 番 号

交 通 広 場

凡 例

都市計画道路一覧表

備考：1.都市高速道路及び特殊街路を除く

2.路線番号の放は放射線、環は環状線、補は補助線、付は都市高速道路付属街路、区街路は足立区画街路の略称です。

路線番号 始 点 終 点 区内幅員(m) 区内延長(m)

放11 台・根岸二丁目 舎人四丁目 25～58 7,130

放12 中･日本橋三丁目 西保木間四丁目 25～57 7,800

放12支１ 西保木間三丁目 西保木間四丁目 27～37 260

環7 大･平和島六丁目 江･堀江町 25～38 11,050

補91 北･上中里二丁目 扇二丁目 15～30 2,520

補93 文･本駒込三丁目 北･王子五丁目 15 1,360

補100 台･根岸二丁目 東伊興二丁目 15～41 6,100

補109 台･浅草七丁目 神明三丁目 15～27 5,100

補113 鹿浜五丁目 葛･小菅三丁目 15～44 10,620

補113支１ 江北二丁目 鹿浜一丁目 22～37.75 1,740

補118 小台一丁目 柳原二丁目 15 5,470

補119 千住元町丁目 江･富岡二丁目 15～27 3,360

補136 扇一丁目 葛･新宿二丁目 15～34 6,000

補137 梅田一丁目 梅田六丁目 15 920

補138 江北二丁目 葛･東金町二丁目 11～16 8,620

補139 千住一丁目 柳原一丁目 15 2,010

補140 南花畑四丁目 江･西葛西二丁目 18～27 3,880

補190 千住二丁目 千住龍田町 15～18 870

補192 柳原二丁目 千住曙町 15 820

補193 荒･東尾久八丁目 千住緑町三丁目 15 460

補250 堀之内二丁目 伊興一丁目 15～16 4,240

補251 江北一丁目 加賀二丁目 15～27 3,290

補252 鹿浜八丁目 入谷九丁目 16～44 2,840

補253 本木北町 古千谷本町四丁目 15～27 4,850

補254 梅田四丁目 梅田五丁目 16 800

補255 梅島一丁目 竹の塚七丁目 15～27 3,530

補256 中央本町三丁目 花畑五丁目 15～16 4,180

補257 南花畑四丁目 花畑七丁目 16 1,910

補258 鹿浜五丁目 大谷田五丁目 15～30 8,290

補259 栗原二丁目 葛･水元四丁目 15～16 5,470

補260 栗原四丁目 六月三丁目 23 550

補261 入谷七丁目 葛･南水元一丁目 15～39.2 7,780

補262 入谷八丁目 花畑二丁目 16 6,150

補263 花畑八丁目 花畑八丁目 16 390

補268 東和一丁目 葛･立石七丁目 11 120

補269 大谷田一丁目 葛･水元三丁目 20～39 650

補271 東綾瀬一丁目 東綾瀬二丁目 12 490

補274 葛･立石一丁目 六木三丁目 11～16 3,820

補275 東和二丁目 東和五丁目 11 950

補294 入谷五丁目 入谷町 22 860

補295 入谷九丁目 舎人二丁目 16 1,870

補296 入谷町 舎人六丁目 16 1,360

6号付属2 神明一丁目 北加平町 6～26 1,280

6号付属3 加平二丁目 加平二丁目 6 500

6号付属4 西加平一丁目 西加平一丁目 6 200

6号付属5 加平一丁目 加平一丁目 6 120

6号付属6 加平一丁目 綾瀬一丁目 6 2,060

足立線付属3 鹿浜二丁目 鹿浜二丁目 6～18.5 390

王子線付属4 宮城二丁目 宮城二丁目 7.5 250

区街路1 鹿浜四丁目 鹿浜六丁目 15 440

区街路2 千住一丁目 千住二丁目 9 290

区街路3 千住三丁目 千住三丁目 12 240

区街路4 千住三丁目 日の出町 9 490

区街路5 舎人五丁目 舎人五丁目 16 50

区街路6 西新井本町二丁目 西新井本町二丁目 23 10

区街路7 新田二丁目 新田三丁目 17～22 1,130

区街路8 関原三丁目 西新井栄町一丁目 17 980

区街路9 西新井栄町一丁目 西新井栄町二丁目 22 80

区街路10 西新井栄町二丁目 西新井栄町二丁目 17 230

区街路11 千住橋戸町 千住橋戸町 18 260

区街路12 千住旭町 千住旭町 16 260

区街路13 千住旭町 千住旭町 7～12 410

区街路14 西竹の塚二丁目 西竹の塚二丁目 18 100

区街路15 谷中四丁目 谷中四丁目 19 10

竹の塚駅街路1竹の塚六丁目 竹の塚四丁目 22 970

補295

補
2
9
6

補294

優先整備路線一覧表

区街路5

放
1
1

補261

補261

補262

補262

補250

補258
補258

環7 環7

補138

補118

区街路6

補268

補
2
5
3

補
2
5
3

駅街路1

補259

補
2
5
5

放
1
2

放
1
2

補
2
5
6

補
2
5
7

補
1
4
0

補
1
0
9

補
2
7
1

補193

補190

区街路11

補258

補
2
5
6

〔R6年4月1日現在〕

区街路10

区街路8

区街路2 補139

補192

補192

区街路12

6付4

6付5

補138

第４次事業化計画（平成２８年度から令和７年度）

補
2
5
3

補261

路線番号 区 間 延長(m) 施行者

補109 北加平町～神明一丁目 1,210 東京都

補137 梅田七丁目付近 100 足立区

補138 中川四丁目～中川三丁目 700 東京都

補140 西綾瀬四丁目～綾瀬一丁目 560 東京都

補253 西新井一丁目付近 260 足立区

補254 関原一丁目～梅田五丁目 800 足立区

補255 梅島三丁目付近 680 足立区

補256 中央本町三丁目～青井六丁目 840 足立区

補261 伊興四丁目～竹の塚六丁目 910 東京都

区街路7 新田二丁目～三丁目 390 足立区

区街路8 関原三丁目付近 220 足立区

区街路9 西新井栄町一丁目～二丁目 70 足立区

区街路13 千住旭町 50 足立区

竹の塚駅広1 竹ノ塚駅 足立区

区街路15

区画整理事業中
だが道路は完成
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年７月２日 

件 名 足立区景観計画に基づく「足立・まちの風景資産」について 

所管部課名 都市建設部都市建設課 

内 容 

第二次足立区景観計画（令和３年１月策定）に基づき、令和６年６月２８

日まで「足立・まちの風景資産」の募集を行った。応募風景の中から「足 

立・まちの風景資産」を選定するための投票を実施するので、以下のとおり

報告する。 

１ 概要 

「足立らしい風景」「守り育てたい風景」「後世に伝えたい誇りに思う

風景」をテーマとする風景を広く募集し、その中から「足立・まちの風景

資産」として選定する。選定された風景資産は、次回の募集やまち歩きな

どで積極的に周知を展開し、保全・活用を推進することで、次世代の資産

として引き継いでいく。 

２ 風景の募集について（令和６年６月２０日現在） 

（１）風景写真の募集

募集期間 令和５年１０月２日～令和６年６月２８日 

募集方法 区ホームページ上の応募フォーム、郵送、ＦＡＸ、持参 

募集数  １５９件（令和６年６月２０日現在） 

（２）小中学生からのお気に入りの風景についての意見の募集

募集期間 令和６年５月２日～令和６年６月１４日 

募集方法 「きかせて！みんなのいけん」（小中学生用タブレット） 

募集数  ５０件 

３ 風景の投票について 

（１）風景の一般投票

投票期間 令和６年７月２３日～令和６年１０月７日 

投票方法 区ホームページ上の応募フォーム、郵送、ＦＡＸ、持参 

「きかせて！みんなのいけん」（小中学生用タブレット） 

（２）本庁舎アトリウム パネル展による投票

展示・投票期間 令和６年７月２３日～令和６年７月３１日

令和６年９月３０日～令和６年１０月７日 

投票方法 パネル展設置投票箱 

※ この他、商業施設でもパネル展開催を調整中
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（３）周知方法

ア あだち広報（令和６年７月２５日号）

イ 区ホームページ、ＳＮＳ

ウ ポスター展示、リーフレット配布

本庁舎、区民事務所、住区センター、図書館、大学、駅スタンドほか 

４ 今後の方針 

投票結果をもとに、景観計画推進部会、景観審議会で審議を行い、「足 

立・まちの風景資産」を選定する。選定結果は令和７年１月に発表する。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年７月２日 

件 名 新田三丁目都市整備用地の貸付及び使用許可について 

所管部課名 都市建設部まちづくり課 

内 容 

 新田三丁目都市整備用地の一部を駐車場運営事業者に貸付し活用してい

るが、事業者との土地賃貸借の契約期間が令和６年８月３１日で満了とな

る。ついては、新たな事業者を競争入札により選定し、引き続き有料駐車

場として活用する。 

 また、区画街路７号線の事業用地として閉鎖管理していた駐車場以外の

土地について、新田橋の架替え工事に伴い、電気及び通信管路を仮橋に移

設するため、事業者から資材置場として使用したい旨の申し出があった。

ついては、以下のとおり資材置場としての使用を許可する。 

これらのことについて報告する。 

１ 駐車場（貸付） 

（１）当該区有地の概要

ア 所 在 地 足立区新田三丁目１９番２０（地番）の一部

（別紙 Ｐ１４参照） 

イ 貸付面積 ３５５．０６㎡

ウ 駐車台数 １４台（現況）

（２）土地貸付の公募条件

ア 使用用途 駐車場として管理運営する

イ 契約期間 ５年間

（令和６年９月１日～令和１１年８月３１日） 

（３）現在の契約状況

ア 契約期間 ５年間

（令和元年９月１日～令和６年８月３１日） 

イ 貸 付 料 １４，５１５，６００円（税込み）（５年総額）

貸付料は、競争入札により決定 

２ 資材置場（使用許可） 

（１）使用許可の内容

ア 所 在 地 足立区新田三丁目１９番２０（地番）の一部

（別紙 Ｐ１４参照） 

イ 期  間 令和６年７月１日～令和７年３月３１日（９か月間） 

ウ 許可面積 ２１０．４２㎡（１社あたり１０５．２１㎡）

エ 使 用 者 ① 東京電力パワーグリッド株式会社

12



② エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社

オ 使 用 料 １，４８５，０１８円（２社期間合計）

７４２，５０９円※（１社あたりの期間総額） 

※ 使用料計算(足立区行政財産使用料条例第 2条に基づき算定)

土地価格(円/㎡)×許可面積(㎡)×使用料率 ＝ 月額使用料(円) 

313,666  ×  105.21 ×2.5/1,000 ＝  82,501 

月額使用料(円) ×使用月数(月) ＝ 期間使用料(円) 

82,501    ×    9 ＝ 742,509 

カ 使用目的 電気及び通信管路を仮橋に移設するための土木工事に

伴う資材置場として使用 

３ 今後の予定 

年月日 駐車場（貸付） 資材置場（使用許可） 

令和 6年 7月  1日 使用許可開始 

7月 10日 入札・開札 

7月 下旬 落札事業者と契約締結 

8月 
現契約事業者による駐

車場用地の引渡し準備 

9月  1日 落札事業者に貸付開始 

令和 7年 3月 31日 使用許可終了 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年７月２日 

件 名 令和６年度じゃぶじゃぶ池の実施および運営方法について 

所管部課名 
道路公園整備室東部道路公園維持課 西部道路公園維持課 

パークイノベーション推進課 

内 容 

令和６年度のじゃぶじゃぶ池の実施および運営方法について報告する。 

１ 実施期間・時間 

令和６年７月１１日（木）～９月１日（日）の５３日間 

午前９時～午後１時（１回５０分の入れ替え、４回制） 

２ 実施箇所（別紙 Ｐ１６参照） 

区立公園２０か所 

内訳 管理業務委託箇所 １７か所 

包括的民間委託箇所 ２か所 

指定管理者運営箇所 １か所 

※ 東和親水公園は改修工事実施により運営休止とするため、現地での

看板掲示や足立区公式X（旧Twitter）で近隣公園への案内を行う。 

３ 対象者 

オムツを使わなくなった就学前の子ども

４ 運営方法 

（１）熱中症対策について

ア 暑さ指数が３１℃以上に達した際は、利用を中止する。

※ 足立区医師会の意見

特に乳幼児に関しては、暑さ指数による利用制限はすべきであ

ると小児科医からご助言があった。 

イ 周知方法

（ア）足立区公式X（旧Twitter）での情報発信

（イ）現地での看板掲示および係員による来場者への説明

（２）水遊びパンツの使用について

使用は認めない。

理由 取扱いメーカーの見解から「尿については流れ出す構造であ

る」ため、プールとしての水質基準（遊離残留塩素濃度 

０．４mg／L～１．０mg／L）を確保するには、水遊びパンツの 

使用は不適と判断した。 

※ 水質基準の計測は６０分に１回実施
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竹の塚第三公園 
(竹の塚４-７-１) 

北鹿浜公園 
(鹿浜３-２６-１) 

梅田亀田公園 
(梅田８-１３-１) 

井堀北公園 
(栗原１-１５-８) 

千住公園 
(千住大川町３５-１) 

五反野ｺﾐｭﾆﾃｨ公園 
(西綾瀬２-１-1８) 

六木中央公園 
(六木３-３４-１) 

都立東綾瀬公園 
(綾瀬６-２４) 

諏訪木西公園 
(西新井４-３５-１) 

新西新井公園 
(西新井５-１７-１) 

下の公園 
(綾瀬７-５-２) 

下河原公園 
(東綾瀬１-11―12) 

千住旭公園 
(千住旭町 30-1) 

見沼代親水公園 
(舎人 2-3) 

 

 

尾竹橋公園 
(千住桜木 2-16-1) 

南宮城公園 
(宮城 1-27-5) 

花畑公園 
(花畑 4-40-1) 

大谷田南公園 
(中川 4-42-1) 

東和親水公園 
(東和 4-6-18) 

新田さくら公園 
(新田 3-34-1) 

※ 定休日はじゃぶじゃぶ池ごとに異なりますので、下図をご確認ください※

竹の塚第五公園 
(竹の塚 6-3-4 

足立区 都市建設部 都立舎人公園のじゃぶじゃぶ池については、舎人公園サービスセンターへお問い合わせください。 

別 紙 

 

お休みなし 

月曜日お休み 

火曜日お休み 

施設休止 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年７月２日 

件 名 公園・児童遊園の金属探知機による埋設物の調査について 

所管部課名 道路公園整備室東部道路公園維持課 西部道路公園維持課 

内 容 

以下２か所の公園において、区民から区へ「公園・児童遊園の広場に金属

棒が出ている」との通報があり、以下のとおり対応した。 

また、今回の通報を受け、公園・児童遊園の金属探知機による埋設物の 

調査を行ったので、調査結果と今後の対応について報告する。 

１ 通報があった公園・児童遊園 

（１）柳原一丁目児童遊園（柳原一丁目２５番）

ア 通報日時

令和６年４月２３日午後５時３０分頃

イ 対応経緯

４月２３日夜から２４日午前中にかけて委託事業者が目視による

点検を行ったが発見できなかった。２５日に再度職員による点検を 

実施し発見・除去した。 

（２）北加平公園（北加平町１６番４号）

ア 通報日時

令和６年５月２５日午後３時頃

イ 対応経緯

５月２５日午後３時３５分頃、職員および委託業者が急行し、金属

棒を発見・撤去した。また、他に金属棒がないか調査（広場の半分、

遊具回り）したが無かった。 

２ 金属探知機による埋設物調査概要 

  今回の調査は、公園の占用でテントを固定する金属棒の抜き忘れが原 

因と想定されることから、３年前の全公園調査以降で金属棒の抜き忘れ 

の可能性がある公園を抽出し調査を行った。 

（１）調査期間

令和６年４月２６日～６月５日

（２）調査方法

委託業者および区職員で、金属探知機による埋設物調査を行った。

（３）調査結果

次ページ表のとおり、東部・西部道路公園維持課で２０６か所の公

園・児童遊園の調査を行った結果、金属棒は無かった。 
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調査対象の 

公園の数 

金属棒があった 

箇所数 

東部道路公園維持課 92 0 

西部道路公園維持課 114 0 

合 計 206 0 

 

３ 今後の対応 

（１）現場の安全確認 

ア 占用等で金属棒の使用の可能性がある公園において、区による金属 

埋設物調査で安全確認を行う。 

（２）安全管理のルール作り 

  ア 区民からの通報があった時点で、課長・係長への報告の徹底 

  イ 委託業者だけでなく区職員も現地確認 

（３）委託事業者への啓発 

  ア 緊急対応については、即時の区への現地確認結果の報告を義務付け

し、来年度契約の仕様書にも明記する。 

  イ 通報内容によっては委託事業者から現地写真等で確認 

（４）担当職員向け研修の実施 

  ア 責任の所在は区であるという意識を徹底し、区による現場確認を 

原則とする。 

  イ 過去の重大な事故事例（伊興大境公園、新田さくら公園など）から 

安全管理の重要性を認識させる研修を定期的に実施する。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年７月２日 

件   名 公園樹木維持管理指針の改定について 

所管部課名 道路公園整備室西部道路公園維持課 東部道路公園維持課 

内   容 

平成２２年の指針策定から１０年以上経過しており、昨年街路樹維持管理 

指針を策定したことも踏まえ、公園樹木維持管理指針を改定したので、以下の

とおり報告する（別添資料参照）。 

 

１ 指針改定のポイント 

（１）改定前指針の目標「緑の量と質の充実」に加え、改定後は「公園の魅力

となるみどりの創出」の観点を付記した。 

（２）地球環境の変化、特に風水害によるリスクが増大していることへの対 

  策を加えた。 

（３）落ち葉対策など区民ニーズに沿った対策についての内容を加えた。 

 

２ 指針の概要 

（１）取り組み方針編 

本編では、以下の内容から足立区が目指す公園の緑とその実現に向けた 

取り組みの方針を示す。 

ア 公園の緑の現状と課題 

イ 指針の目的 

ウ 取り組みの方向性 

（２）実務編 

本編では、公園の樹木等の維持管理に携わる職員や委託業者等が共通 

認識をもって業務が行えるよう、具体的な実務内容を示す。 

 

３ 改定年月 

令和６年３月末 

 

４ 今後の方針 

（１）公園樹木の維持管理に携わる職員及び委託業者に年１回の研修を行う。 

（２）委託業者に向け、剪定に関する注意事項を夏の時期前の６月と落ち葉 

時期前の１０月に通知・確認を行う。 

（３）担当職員の作業後の点検報告に加え、各係単位での現場調査により、 

本指針に則った公園維持管理業務がなされていることを確認する。 

（４）既存樹木の状況や周辺環境、公園の利用状況を考慮し、公園ごとの樹 

木維持管理計画を検討する。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年７月２日 

件 名 竜井堀親水水路の循環施設撤去工事について 

所管部課名 
道路公園整備室道路整備課  

都市建設部都市建設課 事業調整担当課 

内 容 

 竜井堀親水水路の循環施設は、都施行の綾瀬新橋架け替え事業用地内に

存在し、都から架け替え事業に伴い撤去を求められている。 

循環施設の撤去工事（以下「区撤去工事」という。）について、以下の

とおり報告する。 

１ 区撤去工事の契約について 

 東京都第六建設事務所発注の綾瀬新橋架け替え工事に伴う地盤改良工

事の受注者へ、区撤去工事の随意契約を行った。 

（参考 令和６年４月２５日付議会情報提供資料「都市計画道路補助 

第１３８号線 綾瀬新橋の地盤改良について」） 

（１）随意契約理由（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号）

ア 施工範囲、施工時期の重複

イ 工事の安全・円滑かつ適切な施工のため

ウ 綾瀬新橋架け替え事業への影響を及ぼさないため

２ 経緯及び今後の進め方について 

時 期 内 容 

令和 5年 8 月 20 日 住民説明会 

令和 5年 11 月 10 日 区撤去工事 発注 

令和 5年 12 月 12 日 区撤去工事 契約不調 

令和 6年 2 月 26 日 

都右岸地盤改良工事 契約 

（別紙「工事のお知らせ」Ｐ２１～ 

２２参照） 

令和 6年 5 月 22 日 区撤去工事契約 

令和 6年 5 月下旬から 都右岸地盤改良工事 

区撤去工事 現場着手 
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 日頃より、東京都の道路事業にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
 このたび、綾瀬新橋の架け替えに先立ち、地盤改良工事を実施しますので、お知らせいた
します。この工事は、仮橋の基礎となる地盤を補強するために行うものです。
 施工につきましては、振動・騒音等の軽減に努め、安全に細心の注意を払い行ってまいり
ます。工事期間中は、作業のための通行規制などで何かとご不便をお掛けすることもあるか
と思いますが、何卒、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

この地図は施工者職員による現地踏査に基づき作成したため
工 事 件 名: 街路築造工事のうち地盤改良工事（その２）（５六−補138綾瀬新橋) 建物・施設・道路幅員等の尺度は実際と異なります。

工 事 場 所: 東京都足立区弘道二丁目地内 (右記案内図をご覧下さい。)

工 事 期 間: 令和６年５月下旬 から 令和６年12月下旬（予定）

作 業 時 間: ＜昼間施工＞ 8:00 〜 18:00

 工事についてのご不明な点、お気づきの点やお問い合わせなどがございましたら、下記に
ご連絡いただきますようお願いいたします。

受 注 者： 徳倉建設株式会社 工事部   電話 03-5888-6702
現場代理人 味岡 浩一    携帯 090-6617-1059

発 注 者： 東京都第六建設事務所 工事課 電話 03-3882-1386 ＜裏面もご覧ください＞

♦はじめに

♦工事の場所と日時などについて

♦連絡先・お問い合わせ先

♦工事場所のご案内

工事場所

拡大図参照

工事場所

綾瀬四丁目

拡大図

案内図
補助第138号線 綾瀬新橋

『地盤改良工事』のお知らせ

都立江北高校

青井三丁目
五反野公園

蛭沼公園
城東職業能力
開発センター
足立校

弘 道 二 丁 目

綾
瀬

川

綾
瀬
川

高
速

６
号

三
郷

線

青井駅入口

綾瀬６

施工中（左岸側）

施工中(左岸側) 

補助第138号線(環七南通り)
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1.河川内護岸工事

仮橋交通開放

3.地盤改良工事（右岸側）

4.仮橋架設工事・切回し道路工事

5.既設橋の撤去工事・本橋橋台新設工事

6.本橋架設工事・道路工事

工事スケジュール（予定）

➠施工中2.地盤改良工事（左岸側）

本橋交通開放

7. 仮橋撤去工事・側道工事
※今後の各工事の実施時期については、関係者との協議等を踏まえ、順次周知して参ります

R5.9月〜R6.5月

R5.3月〜R6.9月

R6.5月〜R6.12月 ➠今回の工事

完成時断面図B-B

車道

7.0m4.0m 4.0m

車線 車線
歩道 歩道

A

A

B

B

右岸側

右岸側 左岸側

左岸側

仮回し時断面図A-A

車道
6.5m

歩道

3.0m

車線 車線

※図面については現在の計画であり、今後関係者との協議等により変更の可能性がございます
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年７月２日 

件 名 佐野六木土地区画整理事業における清算金事務の進捗状況について 

所管部課名 道路公園整備室道路整備課 

内 容 

清算金の徴収事務の進捗状況を以下のとおり、報告する。 

１ 徴収清算金 

 令和３年度から令和８年度の期間で、一括・繰上・分割（最大１１回）

により徴収。 

年度 

計画 実績 

権利者数 

（人） 

清算元金 

（円） 

納付金額 

（円） 

未納額 

（円） 

令和3 418 102,915,272 102,897,199 0※1 

令和4 93 11,727,200 11,682,900 44,300※2 

令和5 56 9,532,900 9,239,400 293,500 

令和6 48 8,337,600 

令和7 42 7,822,500 

令和8 35 7,183,000 

計 147,518,472 123,819,499 337,800 

※1  破産者の不納欠損処分(１８，０７３円)により、未納額０円とし 

ている。 

※2  令和４年度滞納分は定期的な徴収により、令和５年６月時点から 

令和６年６月末の間に１５５，６００円減少した。 

２ 未納者について 

（１）未納者２名

（２）未納状況の内訳

未納者 滞納年度の別 未納額（円） 

A 氏 令和 5年度分 72,000 

B 氏 令和 4、5年度 265,800 

合 計 337,800 

（３）今後の対応

ア A氏については、毎月定額の徴収により未納額が減っているた

め、引き続き徴収を行っていく。 

イ B氏については、令和７年２月に差押え中の財産が満期を迎え

るため、全未納額２６５,８００円を徴収する。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年７月２日 

件   名 柳原地区における防災まちづくりの取組み状況について 

所管部課名 建築室建築防災課 

内   容 

 柳原地区（柳原一丁目及び二丁目）における防災まちづくりの取組み状 

況について、以下のとおり報告する。 

 

１ 個別相談会について 

（１）目  的 密集事業及び防災街区整備地区計画（以下「地区計画」 

       という。）の内容について、住民に理解を深めていただける 

よう説明に努める。 

（２）日  程 

  ア 令和６年６月１２日（水）午後６時～午後８時３０分 

  イ 令和６年６月１５日（土）午前９時３０分～午後０時４５分 

（３）会  場 千住あずま住区センター 

（４）対 象 者 拡幅対象路線（別紙 Ｐ２６参照）沿道住民約６００世帯 

        及び不動産所有者約３００名 

（５）案内方法 ポスティング及び郵送で開催案内を送付 

（６）主な内容 

  ア 密集事業による道路拡幅及び補償制度について 

  イ 防災街区整備地区計画について 

  ウ 拡幅による残地での建築計画について など 

（７）相談方法 

  ア 事前予約制とし、会場内に２ブースを設置 

  イ 各ブースに区職員及びコンサルタント（建築士等の有資格者）を配

置 

  ウ 相談時間は、１組当たり３０分～４５分程度 

（８）開催結果 

  ア 参加者 令和６年６月１２日（水）６組 

        令和６年６月１５日（土）９組 

   ※ 日程が合わなかった対象者は、後日個別に相談を受ける。 

  イ 主な質疑 

    Ｑ１：道路拡幅は強制なのか。 

    Ａ１：道路用地の提供は任意のため強制力はないが、地区計画で 

定める壁面後退は必ず守らなければならない。 

    Ｑ２：道路用地提供後の残地は買収してくれるのか。 

    Ａ２：立地条件等を踏まえ、公園用地としての買収を検討する。 
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    Ｑ３：補償費はどの程度になるのか。 

    Ａ３：参考として他地区の事例は案内できるが、具体的な金額は 

調査後の提示となる。調査は令和６年９月以降を予定して 

いる。 

 

２ 今後の予定 

  令和７年度からの密集事業及び地区計画の導入に向け、適宜協議会を

開催するとともに、以下のとおり手続きを進めていく。 

日程 主な内容 

令和 6年 11月 地区計画原案の説明会 

令和 6年 12月 地区計画原案の縦覧・意見受付 

令和 7年 1月 地区計画案の東京都協議 

令和 7年 2月 地区計画案の縦覧・意見受付 

令和 7年 3月 都市計画審議会 

令和 7年 6月 地区計画の決定・告示 
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拡幅路線図 

別紙 

（４除く） 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年７月２日 

件  名 区営住宅等及び都営住宅における垂直避難用住戸の確保について 

所管部課名 建築室住宅課 総合防災対策室災害対策課 

内 容 

区営住宅等及び都営住宅における垂直避難用住戸の確保に関する現在

の取組み状況を、以下のとおり報告する。 

１ 令和６年度に垂直避難用住戸として確保した区営住宅等 

No 

住宅名 

（棟数・規模） 

活用戸数 

(対象階) 

面積

(㎡) 

間取り 

浸水階及び 

居住者数 

収容可能 

人数 

1 竹の塚六丁目 

（2棟・5階建） 

3戸 

（4･5階） 

51～59 

3ＤＫ 

1階 

15人 

40人 

2 伊興町前沼 

（2棟・5階建） 

1戸 

（3階） 

59 

3ＤＫ 

1階 

12人 

14人 

3 中央本町四丁目 

（1棟・11階建） 

3戸 

（7･11階）

61 

2･3ＤＫ 

1階 

19人 

39人 

4 新田三丁目 

（1棟・6階建） 

6戸 

（4～6階）

45～55 

2･3ＤＫ 

1～3階 

24人 

72人 

5 大谷田二丁目 

（5棟・4階建） 

3戸 

(4階) 

48～55 

3ＤＫ 

1～2階 

35人 

38人 

6 大谷田一丁目第 2 

（1棟・4階建） 

1戸 

（4階） 

61 

3ＤＫ 

1～2階 

5人 

15人 

7 大谷田一丁目第 3 

（1棟・4階建） 

2戸 

(4階) 

62 

3ＤＫ 

1～2階 

11人 

31人 

8 本木一丁目ｺﾐｭﾆﾃｨ 

(1棟・4階建) 

1戸 

（4階） 

47 

2ＤＫ 

1～2階 

3人 

11人 

合計 20戸 124人 260人 

令和 5年度 20戸 221人 277人 

※ 垂直避難用住戸は、一般区民用ではなく、同じ住宅の低層階に住む

居住者を想定 

※ Ｎｏ．５～７（網掛け）は建替え事業を行っている住宅のため、垂

直避難用住戸としての活用は、令和９年度末までとなる。 
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２ 居住者への周知 

 対象の住宅の自治会に情報提供し、垂直避難用住戸について説明を行

う。 

 

３ 運営方法 

（１）垂直避難用住戸の鍵を住戸の住所地を管轄する区民事務所へ予め持ち 

込む。 

（２）「高齢者等避難」の発令後、区民事務所で自治会へ鍵の貸し出しを行 

う。なお、垂直避難用住戸に区職員は配置しない。 

 

４ 都営住宅の活用における東京都との協定について（参考） 

 令和２年度に、東京都と足立区で締結した「水害時の緊急避難先として 

の都営住宅等の空き住戸使用に関する協定書」に基づき、都から以下の垂 

直避難用住戸の提供を受けることとなった。 

 

令和６年度に都から提供を受ける予定の都営住宅 

No 都営住宅名 戸数 収容可能人数 

1 西保木間三丁目 4 33名 

2 江北四丁目 1 14名 

3 弘道一丁目第 3 1 15名 

4 弘道二丁目第 3 1 8名 

5 西綾瀬三丁目 2 30名 

6 梅田八丁目 3 31名 

7 宮城一丁目 2 19名 

8 中央本町四丁目 5 50名 

9 千住元町 1 9名 

10 綾瀬七丁目 1 8名 

11 平野一丁目 3 33名 

12 六ツ木町 2 18名 

13 花畑八丁目 2 28名 

 合計 28 296名 

 令和 5年度 44 464名 

 ※ 募集や建替えによる居住者の移転後の空き室の状況により、年度ごと 

に提供戸数の増減がある。 

 

５ 今後の方針 

対象の住宅へ垂直避難用住戸の情報を提供し、水害への備えを進めてい 

く。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年７月２日 

件   名 ＪＫＫ興野町住宅創出用地の活用について 

所管部課名 建築室住宅課 区営住宅更新担当課 

内   容 

 ＪＫＫ（東京都住宅供給公社）興野町住宅創出用地における、保育園の

辞退を受けた今後の活用方針について報告する。 

 

１ 公社興野町住宅創出用地の概要 

（１）所 在 地 足立区西新井本町四丁目１８番 

（２）創出面積 全体約５，１００㎡（３，２００㎡は区立興野町いちょ 

う公園） 

（３）活用方針 約１，９００㎡（都市計画道路予定地を除く約 

１，５００㎡） 

 

２ 創出用地活用方針 

 当  初 今  後 

創出用地 
隣接保育園の代替用地 

(約 1,900 ㎡) 

介護施設として公募を予定 

（約 1,900 ㎡） 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

 日 程 

介護施設の公募期間 令和 6年 7月 29 日(月)～8 月 30 日(金) 

審  査 
第一次：令和 6年 10 月 

第二次：令和 6年 11 月 

事業者決定 
民有地：令和 6年 11 月 

公有地：令和 7年 1月 

施設開設 
民有地：令和 7年度 

公有地：令和 8年度 

 

４ 今後の方針 

介護施設の設置に向け、ＪＫＫや介護保険課と連携し、協議を進める。 
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５ 施設案内図 

 

  

カーメスト 
興野町 

創出用地 

介護施設 

（約 1,900 ㎡） 

【創出用地図】 

区立興野町いちょう公園 

興野町住宅

N 【位置図】 
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